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１  立地適正化計画と は 
 

我が国の地方都市では、 人口減少・ 少子高齢化
の進行に伴う 厳し い財政状況下で、 市街地の拡散
や市街地の低密度化等によ り 、 市民の生活を支え
る サービ ス の提供が将来的に困難と なる 状況が
想定さ れており 、 持続可能な都市構造が求めら れ
ています。  

立地適正化計画は、 コ ンパク ト なま ちづく り の
実現に向け、 都市計画区域を対象と し て現在の土
地利用計画に加え、 居住や都市機能を集約する と
いう 緩やかな誘導手法を定め、｢コ ンパク ト ・ プラ
ス・ ネッ ト ワ ーク ｣と いう 考え方の下、ま ちづく り
と 公共交通を一体的に検討する 計画です。  

 

立地適正化計画（ コ ンパク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト ワ ーク ） のイ メ ージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  なぜ「 コ ンパク ト なま ちづく り 」 が必要か 
 

本市の人口は、2000（ 平成 12） 年をピーク と し
て減少に転じ ており 、 今後さ ら なる 少子高齢化の
進行が予測さ れていま す。  

人口減少によ り 、 ま ちの人口密度の低下と それ
に伴う 商業施設等の撤退や税収減によ る 行政サ 

ービス の質の低下が懸念さ れます。  
そのため、 拡散し たまちをコ ンパク ト にする こ

と で、 人口密度を維持する と と も に、 都市への投
資効果を高める 必要があり ま す。  

  

年齢区分別人口の将来予測 人口密度の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  計画期間 ４  計画の対象 
  

本計画は、 長 期的な都市の姿を展望する ため、

計画期間を概ね 20 年間（ 2019（ 令和元） 年度～

2040（ 令和 22） 年度） と し ます。  

本計画は、 都市全体を 見渡す観点から 、 都市

計画区域（ 約 91.25 ㎢） である 市全域を対象と

し ま す。  
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出典： 2020(令和２ )年ま では国勢調査、 2025(令和７ )年から は国
立社会保障・ 人口問題研究所(2018(平成 30)年 3 月推計) 

出典： 将来人口・ 世帯予測ツール（ 国土交通省国土技術政策総

合研究所） ※100ｍメ ッ シュ を 基に作成 
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５  立地適正化に向けたま ちづく り の方針 
 

本計画では、 上位計画である 「 第３ 次多治見市
都市計画マスタ ープラ ン」 で掲げる 『 人と 地域の
つながり が生み出す、「 ネッ ト ワ ーク 型コ ンパク
ト シティ の実現｣～共につく る 。 ま る ごと 元気！
多治見～』 の実現を目指し 、 居住や都市機能の立
地適正化に向けたま ちづく り の方針を 設定し ま
す。  

 

上位関連計画における 位置づけや人口・ 都市機
能の分布、公共交通ネッ ト ワ ーク 等を踏ま え、｢ネ
ッ ト ワ ーク 型コ ンパク ト シティ ｣の実現に向けた
目指すべき 都市構造を設定し ま す。  

 

【 立地適正化に向けたま ちづく り の方針】  

人にやさ し く 、 活力を 生み出す 

｢ネッ ト ワ ーク 型コ ンパク ト シティ ｣の実現 

   

  誘導方針❶ 中心拠点と 地域拠点への都市機能の誘導 

  ●中心拠点と 地域拠点に都市機能を 誘導する こ と で、市街地の人口密度を 維持し 、都市への投資効果を 高めま す。 
    

  誘導方針❷ 拠点を中心と し た公共交通利便性の高い地域への居住の誘導 

  ●中心拠点と 地域拠点を 中心と し た比較的公共交通の利便性が高い地域において、 人口密度を 確保し ま す。  
    

  誘導方針❸ 中心拠点と 地域拠点をつなぐ 基幹的な公共交通ネッ ト ワ ーク の維持・ 構築 

  ●地域拠点から 多様な都市機能が立地する 中心拠点へ便利にアク セス でき る 公共交通ネッ ト ワ ーク を維持し ま す。  

都市の骨格構造 
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６  誘導区域（ 都市機能誘導区域・ 居住誘導区域）  
 

都市機能誘導区域と 居住誘導区域の基本方
針と 、 それを踏ま えて設定し た誘導区域は以
下のと おり です。  

誘導区域は、 施設の立地、 公共交通の利便
性、 災害危険度等の指標によ り 地域を評価し
て設定し ていま す。  

 

 

多治見市における 都市機能誘導区域と 居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導区域面積と 居住人口 

拠点 地区名 
都市機能誘導区域 居住誘導区域 

区域面積 区域面積 2010(H22)人口 2040(R22)人口 対象地区名 

中心 ①多治見駅周辺地区 347.1  ha 612.8ha 約 24,500 人 約19,600人 精華、小泉、昭和、養正 

地域 

②根本駅周辺地区 11.7  ha 
392.4ha 約20,000人 約15,800人 

根本 

③旭ケ丘地区 27.1  ha 旭ケ丘、 明和 

④脇之島地区 6.9  ha 81.0 ha 約6,500人 約4,900人 脇之島 

⑤滝呂台地区 6.3  ha 106.4 ha 約6,500人 約5,400人 滝呂台 

⑥笠原地区 36.0  ha 80.3 ha 約1,800人 約1,300人 笠原 

合計 435.1  ha 1,272.9 ha 約59,300人 約47,000人  

※居住誘導区域は、 市街化区域（ 約 3,170ha） の約 40％を 占める  

※都市機能誘導区域は土砂災害特

別警戒区域、 居住誘導区域は土

砂災害特別警戒区域、 土砂災害

警戒区域及び急傾斜地崩壊危険

区域のいずれかと 重複する 箇所

は除く  

旭ケ丘地区 
明和地区 

③旭ケ丘地区 
（ 地域拠点）  

精華地区・ 小泉地区 
昭和地区・ 養正地区 

①多治見駅周辺地区 
（ 中心拠点）  

滝呂台地区 

脇之島地区 

④脇之島地区 
（ 地域拠点）  

根本地区 

②根本駅周辺地区 
（ 地域拠点）  

笠原地区 

⑥笠原地区 
（ 地域拠点）  

⑤滝呂台地区 
（ 地域拠点）  

都市機能誘導区域の基本方針 

➀多治見市の｢まちの顔｣と なる中心拠点づく り  

➁ずっと 暮ら し 続けら れる地域を支える拠点づく り  
   

居住誘導区域の基本方針 

➀中心市街地も 郊外地域も 生活し やすい居住環境づく り  

➁安全・ 安心に生活でき る居住環境づく り  

➂既存スト ッ ク を活かし た居住環境づく り  


